
 

 

  
 
 

地域農業を守る仕組み「集落営農」を一緒に考えてみませんか？ 

～集落営農の組織化・法人化個別相談会を開催します！！～ 

 

島根県農林水産基本計画では、地域の重要な担い手として集落営農組織を位置づけ、集落営農の組

織化、法人化を推進しています。 

 このたび、県内全域で今一度、地域農業を守る仕組み「集落営農」について、農業者と関係機関が 

ともに考える場として、標記相談会を開催します。 

 ご相談内容については、県、JA、市町村等の担当者が課題解決に向けて一体的に支援します。 

 

１．日時・会場 （詳しくは別添、開催日時・会場一覧をご覧ください） 

・令和４年６月２１日（火）～７月２６日（火） 

 ・県内９地区〔各会場とも県合同庁舎等の会議室〕 

２．アドバイザー 

  農業技術センター技術普及部 今井裕作企画幹 ※県農業部、JA、市町村担当者が同席し支援 

３．申し込み・問い合わせ先 

   島根県農林水産部 農業経営課：柿本 まで 

  TEL：0852-22-5110 FAX：0852-22-5968 

 ・締め切り ６月１０日（金） 

 

【参考】R３年度集落営農の組織化・法人化個別相談会 参加実績 

○参加組織数：３３組織、うち３組織が集落営農法人を設立、２１組織が話合いを継続中 

○参加者の声：小さい規模でも、自分たちの集落でもやっていける自信がついた！ 

       相談会をきかっけに地域の若手世代と集落の今後を考えることができた！ 

 

 

 

 【県 HP】 

（島根創生を進めるための新規・拡充施策（令和 4 年度版）） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/shinkikakujuuR4.pdf 

（島根創生計画） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/souseikeikaku_illustrated.pdf 

島根創生計画 

Ⅰ 活力ある産業をつくる 

１ 魅力ある農林水産業づくり 

（１）農業の振興（P.17） 

島根県農林水産部農業経営課  

担当者名 柿本 光宏 

TEL    ０８５２－２２－５１１０               

Email  nogyo-keiei@pref.shimane.lg.jp 

プレスリリース 令和４年５月２４日（火） 

 

TEL:0852-22-5110

